
令和 ５ 年 ３ 月

令和 ５ 年度 令和 １４ 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

② 施　設　

１３０．６６

３８．１

③ 料　金

④ 組　織

（単位：
年）

年度
 ２

（決算）
３

（決算）
４

（決算見込）
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

平均年齢 43 44 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

平均勤続
年数 17 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

 水　道　事　業

鋸南町水道事業経営戦略

事業の現況

（導水管・送水管・配水管）

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含ま
な い ）

施 設 利 用 率

施 設 数

策 定 日 ：

浄水場設置数

配水池設置数

１

供 用 開 始 年 月 日 昭和３７年　７月１０日

団 体 名 ：

計 画 給 水 人 口

現 在 給 水 人 口

事 業 名 ：

 鋸　   南   　町

※ 別紙１のとおり

～

管 路 延 長

水 源

             　　　　　８，１２０　㎥／日

(1) 組織体制　 町長 － 建設水道課長 － 水道室長 － 水道技術管理者 － 課員

(2) 職 員 数　　正規職員　７名（庶務 ２名・配水 ２名・工務 ３名） ・会計年度任用職員　５名

①正規職員数の純減
　 水道事業に関わる職員数について、職員定数条例における規定では１０名となっているが、平成１８年度において職員１名の削減、平成２１
　 年度に職員２名、令和元年度に１名の削減を行い、以降６名体制により人件費の削減に努めている。
②企業債の繰上償還
　 平成１９年度から平成２１年度までの間、補償金免除繰上償還による借換制度を利用して、企業債利息を低利にすることで、１０３，６３２千円の
　 軽減を図った。
③遊休地の売却
　 平成２０年度に遊休地を２３，０６１千円で売却し、現金収入を得た。
④事業統合に向けた取組
 　安房地域（３市１町）における末端事業統合を南房総広域水道企業団が主体となり、平成２７年度から研究会を立ち上げ検討している。

これまでの主な経営健全化の取組

　　平成２４年　４月　１日

計 画 期 間 ：

１０

(3) 年齢構成等

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

　　　　　 　法適（全部）
　　          昭和４１年　４月　１日

　　健全な経営を確保するうえでの内部留保資金の必要性を考慮し、過去の実績等を勘案した人件費、薬品費、動力費、
　修繕費、受水費、減価償却費等の損益計算上の費用を基とする総括原価により策定された中期的収支計画に基づき
　料金設定している。
　　水道料金は、用途別（一般用、一般大口用、船舶用、臨時用）による使用水量に基づき基本料金及び超過料金の二部
　料金制を採用するとともに量水器の口径に基づく使用料を併せて毎月徴収している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

千ｍ

％

千㎥／ha

人

人

有 収 水 量 密 度

６，８７０

７，０９１

０．２１

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



２．将来の事業環境

（１）

　
（単位：

人）

年度
2

（決算）
3

（決算）
4

（決算見込）
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

給水人口 7,316 7,091 6,863 6,637 6,409 6,183 5,957 5,731 5,505 5,279 5,053 4,827 4,601

（２）

　
（単位：

㎥）

年度
2

（決算）
3

（決算）
4

（決算見込）
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

供給水量 1,048,423 1,015,322 991,483 963,013 934,543 906,073 877,603 849,133 820,663 792,193 763,723 735,253 706,708

（３）

年度
2

（決算）
3

（決算）
4

（決算見込）
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

給水収益 222,744 244,488 182,519 230,140 223,336 216,532 209,729 202,925 196,121 189,317 182,514 175,710 168,888

（４）

（５）

３．経営の基本方針

料金収入の見通し

水需要の予測

施設の見通し

組織の見通し

　　当面は、現状を維持して安定的な運営に努めていくが、専門性の高い業務であるがゆえ、固定的な人事体制による職員の高齢化及び次代へ
　の技術の伝承が危惧される。
　　組織体制においては、専門的な知識、技術の習得が図れるよう、計画的な人員の確保に努める必要がある。

①老朽化の状況 ： 浄水場の電気・機械設備においては、受水（湯沢系統）に係る計装設備、薬品注入機（ＰＡＣ、活性炭）、非常用発電設備等が
　　　　　　　　　　　　法定耐用年数を超えており、更新が必要な状況である。
　　　　　　　　　　　　４２ヶ所の加圧所においては、当該施設の全箇所が法定耐用年数を超えており、基盤及びポンプ等の更新が必要な状況で
　　　　　　　　　　　　ある。
　　　　　　　　　　　　また、管路は、令和３年度における管路経年化率が３２．３％と年々上昇傾向にあり、石綿セメント管が約１２．９ｋｍ残存し、
　　　　　　　　　　　　布設替が必要な状況である。
　　　　　　　　　　　　このような状況から、今後も財政状況を踏まえた上で、「鋸南町水道施設整備事業計画」に基づき改良、改修を実施していく
　　　　　　　　　　　　必要がある。
②浄水施設能力 ： 水需要の予測から、当面は現状の施設能力８，１２０㎥／日を維持するが、状況により施設規模の縮小を検討していく必要が
　　　　　　　　　　　  ある。

　　水需要の予測に基づく供給水量から算出して見込んでいる。
　　令和４年度は基本料金の免除事業と実績を考慮し、令和５年度以降は、下記の算式により見込んでいる。
　　給水収益＝供給水量×供給単価　２８５．８６円×有収率　８３．６％　（供給単価：令和３年度決算、有収率：令和３年度決算）

(1) 事業の意義、提供するサービス自体の必要性
　　水道は、町民の生活を支える必要不可欠なインフラ設備、ライフラインとして重要な役割を担っている。
　　町の上水道事業は、昭和３４年に開設され、県内でも上位に入る歴史を持っており、給水は全町に行き渡っている。
(2) 公営企業として実施する必要性に関する事項
　　近年の水道事業は、拡張から維持管理の時代に移り、業務の合理化・効率化、経費の抑制へと時代に即した経営体制を構築し、逓減する水
　需要等による給水収益の伸び悩みと老朽施設・設備の更新等の条件下で健全経営を継続できる体制の整備確立が求められている。
　　こうした厳しい経営環境にあっても、町唯一の水道事業者であることから水道事業の経営改革・健全化に全力で取り組み、水道事業の使命で
　あるおいしい水を供給し、安全で安心、そして、安定的な供給を行っていく必要がある。
(3) 組織、定員及び給与に関する事項
　　職員の定数については、鋸南町職員定数管理計画により管理を行うとともに、給与については、国の基準に準じた支給を実施する。
　　また、効率的な組織体制を構築し事務・事業の推進に努める。
(4) 投資に関する事項
　　水道施設は、老朽化により維持管理負担が大きくなってきていることから、整備の推進にあたっては、保安対策に重点を置いた耐震化を推進
　するとともに、投資規模の適正化、整備進度の調整等計画的な事業の実施に努める。
　　特に、配水管においては、石綿セメント管及び給水鉛管の更新及び水管橋の改良を行うことで、安全、安心な水の供給及び有収水量の増加
　を図る。
　　また、浄水場における送水施設の改修を行うことで、安定した水の供給に努める。

　　過疎化及び少子化による給水人口の減に加え、節水機能付きの洗濯機やトイレの普及等により、年々、水需要（供給水量）は下降傾向にある。
　　令和元年度の台風災害並びに新型インフルエンザの流行等、環境の変化は水需要に影響を与え、令和２年度決算にもその影響を及ぼした。
　　令和３年度は、長期にわたる新型インフルエンザ流行の他、人口減少により３３，１０１㎥（３．１８％）の減、令和４年度も同様に２３，８３９㎥
　（２．３５％）の減が見込まれる。
　　令和５年度以降は、令和３年度決算の対前年度比３３，１０１㎥（３．１８％）の減より、平均の２８，４７０㎥（２．８７％～３．７３％）の減で
　毎年度推移すると見込んでいる。

給水人口の予測

　　令和３年度決算では対前年度比２２５人（３．０７％）の減、令和４年度では２２８人（３．２２％）の減が見込まれることから、令和４年度以降
　は、令和３年度決算及び令和４年度見込みにおける平均の２２６人（３．２９％～４．６８％）の減で毎年度推移すると見込んでいる。

   　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （税抜  単位：千円）



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　　　

年度
2

（決算）
3

（決算）
4

（決算見込）
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

料金単価 281.67 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86 285.86

有収水量 781,325 849,225 663,104 805,079 781,278 757,477 733,676 709,875 686,074 662,273 638,472 614,672 590,808

料金収入 224,971 244,488 182,519 230,140 223,336 216,532 209,729 202,925 196,121 189,317 182,514 175,710 168,888

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

　１．料金収入の積算に関する考え方

　平成８年度に全町給水に向けた事業が完了し、また、南房総広域水道企業団からの受水も開始されたことで、経営収支が大幅な赤字と

なることから、水道料金を平成９年４月１日（平均２７．９％増）、平成１４年４月１日（平均９．９％増）と改定し、更に水道企業団からの受水

費が平成１７年４月から値上げされたことに伴い、平成２０年４月１日（平均９．９％増）にも改定を実施してきた。

　近年、借換債による繰上償還等の効果もあって、財政的に健全化が図られてきたこと等により、平成２４年４月１日に、平均５．０％の

値下げ改定を行った。

目 標

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙２のとおり

①料　　金：現行料金を堅持する。
②資金残高：統合を見据え、資金残高３億円前後を維持確保する。
③企業債：企業債未償還残高を減少させていく。

　現行の水道料金は、過去の度重なる値上げにより県下でも高料金となっていることから、今後においても費用の節減を図りながら堅持して

いくものとする。

　各年度の料金収入は、令和３年度決算における料金単価に、有収水量（水需要の予測に基づく供給水量の８３．６％）を乗じて見込んで

(5) 料金その他の収入に関する事項
　　水道料金は、人員数の維持、経費の節減等経営改善に努めるとともに、健全な経営を確保するうえでの内部留保資金の必要性を考慮した
　うえで、過去の実績等を勘案し、人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費等の損益計算上の費用を基とする総括原価により
　策定された中期的収支計画に基づき、利用者の負担に十分配慮しつつ料金の設定を図る。
　　また、新規加入者に対して受益者間の公平性を保つうえで、負担金の徴収を実施していく。
　　料金等の改正にあたっては、利用者に対し「水道料金改定のお知らせ」を通知するとともに、ホームページ等を活用した広報に努め、周知
　を図る。
(6) 一般会計からの繰出金に関する事項
　　企業会計は、受益者負担の原則、独立採算制の原則を旨として形成するものであるが、現状において、一般会計からの繰り入れを必要と
　している。
　　繰出額について、繰出しの基本的な考え方は、毎年度総務省から通知がされているところであるが、県における市町村水道総合対策事業
　補助金の算定基準との兼ね合いを踏まえ、一般会計との協議に努めている。
(7) 経営基盤の強化に関する事項
　　企業の活性化には、人材の育成が必要であり、個々の職員能力の向上のために研修等への参加に努める。
　　公営企業における基盤強化やサービス水準の向上を図る観点から、地域の実情に応じた広域化検討を推進する。
　　民間委託等により実施することが適当な業務については、計画的な委託実施について検討を行う。
    浄水場施設の維持、管理には、ポンプの切替えを手動から自動化へ改良を行い効率化を図っているので、今後も操作の効率化を図るうえ
　で、自動化を推進する。
　　また、ダムの上流部に位置する砕石場の再開発等、水源の確保並びに水質汚染の防止等に関する事項については、一般行政部門及び
　その他関係機関等との連携のもと、情報、意見交換を図る。
(8) 情報公開に関する事項
　　経営健全化等に関する情報については、町のホームページ等の活用により公表に努める。
(9) その他重点事項
　　危機管理、情報管理等のリスク管理のための体制を整備することで、事故や災害等の緊急事態が発生した場合において、職員や外部委託
　した業者が的確に対応できるよう努める。

①配水管耐震化事業
　大規模な漏水事故を未然に防ぐためにも、石綿セメント管から耐震管へ布設替を計画的に実施することで、安定した給水を行う。
　赤水の発生原因となっている老朽化した鋳鉄管を耐震管へ布設替することで、安心な水の供給を行う。
②更新事業
　老朽化によりポンプ機能が低下した加圧施設４２箇所の更新を順次実施していくことで、安定した給水を図る。
③改良事業
　浄水場における薬品注入設備の改良を行うことで、急速ろ過池の濁度上昇を抑制するための機能を高め、水質の保全を図る。

※全体事業費はH29～H38で約７．５億円

いる。

（単位：料金単価（円）、有収水量（㎥）、料金収入（千円）（料金単価及び供給水量の推移）

　配水管は、創設期である昭和３７年から昭和５５年に埋設したものが多く、特に石綿セメント管は、未だ約１２ｋｍ残存し、
時折、破損し大規模な漏水を発生させている。
　また、近年、経年管の増加に伴い、流量の変化による赤水の発生が夏季に多発している。
　このことから、石綿セメント管が埋設され、漏水が多発している路線を優先的に更新するとともに耐震化対策を施し、
かつ、夏季前に夜間洗管作業により赤水の発生を抑える施策を講じる。
併せて、『水安全計画』に対応した安定的な水処理や送水を行うため、薬品注入機の更新並びに加圧施設の更新や
延命化を図る取組みを行う。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

施設・設備の長寿命化等の
投 資 の 平 準 化

広 域 化

料 金

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

―

―

民間の資金・ ノウハウ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

　２．他会計繰入金の積算に関する考え方

　補助金は、高料金対策として一般会計及び県から受けており、平成２７年度までの一般会計からの繰入額は、高料金対策の繰出基準

繰 入 金

―

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

―

そ の 他 の 取 組 ―

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

―

―

―

安房地域（３市１町）における末端事業統合を南房総広域水道企業団が主体となり、研究会を立ち上げ
検討している。

―

―

以下であったが、平成２８年度以降は、一般会計における実質公債費比率が１８％未満となることから、当面の間、県補助金の算出限度

額に相当する繰入れを行うことで町財政当局と協議が整っている。

　水道会計としては、より一層の経費節減に努め、当該会計の財政力を高め、将来的には一般会計への依存度を低くしていく。

（積算の考え方）
職員給与費及び経費
令和５年度は当初予算に基づき計上し、令和６年度以降は実績を考慮し年度当初予算に準じて計上している。
  (1) 人件費：職員数は現状を維持し、各年度において定年退職者を１名見込んでの一定額を計上している。
  (2) 動力費：浄水場及び加圧所等における電力料金を直近の単価と業務予定量に基づき計上している。
  (3) 修繕費：令和６年度以降は消火栓改良工事費を除き、通年の実績を考慮し一定額を計上している。
  (4) 材料費：直営で実施している漏水修理及び路面復旧の材料費を通年の実績、物価高騰等の影響を考慮し、一定額で計上している。
  (5) その他：実績等を考慮し、直近の単価と業務予定量に基づき必要額を計上している。
減価償却費
　既存の資産の年度別減価償却額に、各年度発生する資産の減価償却額を加え計上している。
支払利息
　既往債及び新たに発行を見込む企業債の利息額を計上している。
その他
　仮払消費税及び地方消費税の調整額を実績を考慮し一定額で計上している。
企業債償還金
　既往債及び新たに発行を見込む企業債の元金償還額を計上している。

（経費削減の取組）
①人件費の削減
　正規職員数は現行数を維持するとともに、検針業務の１００％委託実施により担当業務の節減等、人件費の削減に努めている。
　また、検針・調定事務及び財務会計事務処理の電算の活用により、事務の正確化、効率化を図り、時間外手当の削減に努めている。
②修繕費の節減
　簡易な修繕や量水器の検定満了による交換などを直営で実施することにより、経費の節減を図っている。
③路面復旧費の節減
　道路改良に併せた老朽管の布設替を行うことで、経費の節減を図っている。
　

　３．企業債の積算に関する考え方

　『鋸南町水道施設整備事業計画』に基づき実施する改良・改修工事に係る充当財源として、資金残高を考慮しながら、当該企業債の

借入額が企業債未償還残高を増やすことがないよう計画性をもって借入れる。



③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

そ の 他 の 取 組

毎年度、進捗管理を行い、必要に応じて経営戦略の見直しを行っていく。
結果においては、議会へ報告するとともにホームページ等を活用した町民等への周知を行う。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

動 力 費

―

委 託 料

職 員 給 与 費

修 繕 費

―

―

―

―



千葉県安房郡鋸南町

業  務  名 業  種  名 事　業　名 類似団体区分 人　　　口　（人） 面　　　積（㎢） 人口密度（人/㎢）

法　適　用 水道事業 末端給水事業 A ８ 7,183 45.17 159.02

資金不足比率（％） 自己資本構成比率（％） 普 及 率（％） １ヶ月20㎥当たり家庭料金（円） 現在給水人口（人） 給水区域面積（㎢） 給水人口密度（人/㎢）

－ 68.03 99.68 5,005 7,091 45.17 156.98 【】　令和3年度全国平均

 ②　累積欠損金比率（％）      ④　企業債残高対給水収益比率（％）

　　　　　　 「支払能力」

(2)経営の効率性について

 ⑥　給水原価（円） 　  施設利用率は過疎化、少子化の進行による配水

　量の減少で下降傾向にあり、今後、水需要動向に

　よって施設規模の見直しを検討する必要がありま

①　有形固定資産減価償却率（％）

　　しかし、その一方で老朽化施設の更新や耐震化

　の推進などの課題があり、これらに取り組む必要

　があります。

　　今後とも、現在の経営状況を維持しつつ中長期

　的な視点での施設整備を進めていきます。

　延命化を図りながら、計画的な更新を実施して

　いく必要があります。

全体総括

　　経常収支比率や有収率などの指標から、経営

　基盤は安定し、経営の効率性は良好といえます。

2.老朽化の状況について

　　有形固定資産減価償却率は、類似団体の平均

　　老朽化による事故や故障を防ぐためには、点検

　値を上回り、老朽化施設が増加傾向にあります。

　や修繕など適切な維持管理により施設や設備の

新型コロナウィルスの流行を受け料金の免除事業を

  実施したことから、令和２年度の有収率は類似団体

  平均値を下回りましたが、令和３年度には例年の

  水準となっていることから、効率的な経営ができて

　いるといえます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「債務残高」　　　　　　　　　　 　「累積欠損」

１．経営の健全性・効率性

　　これらの指標から、経営の健全性は他の収入

　（補助金）で保たれているといえます。

別紙１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　営　比　較　分　析　表

①　経常収支比率（％）

                          「経常損益」

グラフ凡例

■　当該団体値（当該値）

―　類似団体平均値（平均値）

分析欄

1.経営の健全性・効率性について

(1)経営の健全性について

　　経常収支比率は、100％を超えていることから

  経営は安定しているといえます。

料金回収率は、給水人口の減少で下降傾向にあり、

  水道料金以外の他の収入で賄われる割合が高く

  なってきているといえます。

流動比率は、200％以上を維持しており十分な支払

  い能力があるといえます。

　す。

③　流動比率（％）                      

⑦　施設利用率（％）                                     　  ⑧　有収率（％）

　　平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

　　　　　　　　　「管路の経年化の状況」

③　管路更新率（％）

　　　　　　　　　　　「管路の更新投資の実施状況」

　　　　　　　　　②　管路経年化率（％）

⑤　料金回収率（％）

                    「料金水準の適切性」 　　　 　 「施設の効率性」　　　　　　　　　　　　　　　　　　「供給した配水量の効率性」

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、

　　　　　　　　　　　「施設全体の減価償却の状況」

２．老朽化の状況

　　　　　　　　　　 「費用の効率性」

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 113.68 114.00 113.73 111.96 110.82

平均値 104.47 103.81 104.35 105.34 105.77

98.00

102.00

106.00

110.00

114.00

118.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 16.40 26.66 21.69 24.04 28.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 228.98 244.99 234.50 269.77 296.58

平均値 293.23 300.14 301.04 305.08 305.34

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 476.87 455.01 431.53 459.35 395.50

平均値 542.30 566.65 551.62 585.59 561.34

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 65.01 64.81 63.36 55.25 62.35

平均値 87.51 84.77 87.11 82.78 84.82

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 435.05 437.19 446.02 516.03 468.54

平均値 218.42 227.27 223.98 225.09 224.82

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 37.58 36.94 35.90 35.37 34.26

平均値 50.24 50.29 49.64 49.38 50.09

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 84.27 84.28 83.08 74.52 83.64

平均値 78.65 77.73 78.09 78.01 77.60

72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
86.00
88.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 58.65 60.17 62.30 63.53 60.06

平均値 45.14 45.85 47.31 47.50 48.41

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

H29 H30 R01 R02 R03

当 該 値 26.68 27.65 28.18 31.75 32.33

平均値 13.58 14.13 16.77 17.40 18.64

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H29 H30 R01 R02 R03

当 該 値 0.74 0.33 0.11 0.51 0.23

平均値 0.44 0.52 0.47 0.40 0.36

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

【111.39】 【1.30】 【261.51】 【265.16】

【102.35】 【167.74】 【60.29】 【90.12】

【50.88】 【22.30】 【0.66】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 244,488 185,506 232,803 223,589 216,785 209,982 203,178 196,374 189,570 182,767 175,963 169,141
(1) 242,761 182,519 230,140 223,336 216,532 209,729 202,925 196,121 189,317 182,514 175,710 168,888
(2) (B) 18 130 130 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(3) 1,709 2,857 2,533 203 203 203 203 203 203 203 203 203

２． 200,987 250,540 197,806 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000
(1) 197,017 246,961 196,480 196,500 196,500 196,500 196,500 196,500 196,500 196,500 196,500 196,500

100,638 150,961 100,480 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500
96,379 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

(2) 39,709 39,270 33,911 33,911 33,911 33,874 33,832 33,773 33,347 33,098 33,939 33,939
(3) 3,970 3,579 1,326 500 500 500 500 500 500 500 500 500

(C) 485,184 475,316 464,520 454,500 447,696 440,856 434,010 427,147 419,917 412,865 406,902 400,080
１． 410,515 428,413 435,871 406,202 406,103 404,565 401,242 400,151 395,578 391,302 380,801 379,801
(1) 61,339 69,668 72,894 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 72,000

25,102 27,999 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 29,000

36,237 41,669 42,894 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
(2) 187,563 211,995 211,107 197,500 197,500 197,500 197,500 197,500 197,500 197,500 197,500 197,500

7,950 10,329 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
6,932 8,339 10,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
2,226 2,915 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

170,455 190,412 187,107 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
(3) 161,613 146,750 151,870 135,702 135,603 134,065 130,742 129,651 125,078 120,802 110,301 110,301

２． 27,093 27,715 20,091 16,513 14,584 13,515 13,017 12,598 12,094 11,703 11,325 11,325
(1) 19,475 16,792 12,091 9,013 7,084 6,015 5,517 5,098 4,594 4,203 3,825 3,825
(2) 7,618 10,923 8,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

(D) 437,608 456,128 455,962 422,715 420,687 418,080 414,259 412,749 407,672 403,005 392,126 391,126
(E) 47,576 19,188 8,558 31,785 27,009 22,776 19,751 14,398 12,245 9,860 14,776 8,954
(F)
(G)
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,576 19,188 8,558 31,785 27,009 22,776 19,751 14,398 12,245 9,860 14,776 8,954
(I) 410,774 415,373 423,931 455,716 482,725 505,501 525,252 539,650 551,895 561,755 576,531 585,485
(J) 466,232 411,899 376,900 339,210 322,249 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

7,133 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
(K) 157,201 126,218 111,893 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780 108,780

128,597 98,218 83,893 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780

19,912 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950 18,950
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 244,470 185,376 232,673 223,539 216,735 209,932 203,128 196,324 189,520 182,717 175,913 169,091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和５年度

営 業 収 益

令和６年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 346.3168.0 224.1 182.2 203.9 222.7 240.8 258.6 274.9 291.2 307.4 327.7

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により 算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 76,400 96,800 157,000 112,600 85,500 70,000 70,000 60,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２．

３．

４．

５．

６． 8,310 23,831 8,578 11,223 21,166 17,783 11,440 11,622

７．

８．

９．

(A) 76,400 105,110 180,831 112,600 94,078 81,223 91,166 77,783 61,440 61,622 50,000 50,000

(B)

(C) 76,400 105,110 180,831 112,600 94,078 81,223 91,166 77,783 61,440 61,622 50,000 50,000

１． 106,326 149,193 232,721 121,535 103,675 116,832 137,176 78,249 80,000 80,000 80,000 80,000

２． 139,462 128,598 98,218 83,893 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780 80,780

３．

４．

５．

(D) 245,788 277,791 330,939 205,428 184,455 197,612 217,956 159,029 160,780 160,780 160,780 160,780

(E) 169,388 172,681 150,108 92,828 90,377 116,389 126,790 81,246 99,340 99,158 110,780 110,780

１． 143,350 110,747 117,959 92,828 90,377 100,191 96,910 71,246 90,780 87,704 79,362 79,362

２． 14,589

３．

４． 11,449 61,934 32,149 16,198 29,880 10,000 8,560 11,454 31,418 31,418

(F) 169,388 172,681 150,108 92,828 90,377 116,389 126,790 81,246 99,340 99,158 110,780 110,780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 960,117 928,319 987,101 1,015,808 1,020,528 1,009,748 998,968 978,188 947,408 916,628 885,848 855,068

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

0 167,687 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480

167,687 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 167,687 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480 100,480

令和１４年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

計

そ の 他

令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１２年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和１３年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度令和５年度令和４年度



布設年月日 昭 和 37 年 月 日

給水人口 7,091人

計算期間
自 令 和 5 年 4 月
至 令 和 14 年 3 月

（10年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

244,488 199,521 199,521

0 0

1,709 247 247

246,197 199,768 0 199,768

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

給 料 25,937 30,000 0 30,000

報 酬 11,766 12,000 0 12,000

諸 手 当 14,603 21,000 0 21,000

福 利 費 9,869 10,000 0 10,000

5,320 6,000 0 6,000

7,950 11,000 0 11,000

6,933 8,500 0 8,500

161,613 127,220 0 127,220

174,142 180,991 0 180,991

418,133 406,711 0 406,711

19,475 6,127 0 6,127

0 0

19,475 6,127 0 6,127

437,608 412,838 0 412,838

67,982

480,820

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 41.5%

＜料金水準についての説明＞

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

営
業
費
用

人
　
件
　
費

薬 品 費

動 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

小 計

資
本
費
用

支 払 利 息

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合
に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、
適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要
領」（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記
載すること。

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

※項目については一括表示とした。
※資産維持費＝対象資産（R5-R14年度末償却未済額の年平均額2,266,055千円）×3％
(料金水準について)
収支計画における上記算定期間では、料金収入以外の営業外収益などから、収支は黒字が見込まれていますが、上記算定の結果、対象経
費に対する料金収入の割合が41.5％となり、58.5％の収入が不足する状況です。
料金水準は適正とは言えない状況ですが、収支計画では収支均衡は保てていることから現行料金を維持する試算をしています。
計画期間内に水道事業の広域化が予定されていることから、随時見直しと更新を図り適正な水道料金を検討してまいります。


